
１．入札日時 　令和 3年 7月 8日(木)　午後 1時30分

入札公告

公告　7-8-1

下記により制限付き一般競争入札を行うので公告します。

令和3年6月29日

湯沢町長　　田村　正幸

２．入札場所 　湯沢町役場　3階　大会議室　

３．工事の件名 　都公安第1号　カルチャーセンター昇降機設備改修工事

４．工事の場所 　湯沢町　大字  神立  地内

５．工事期間 　180日間

６．設計書及び図面 　供覧場所　　湯沢町　地域整備部　建設課　（電話：０２５－７８４－４８５２）

７．入札保証金 　免除

８．契約保証 　請負金額が５００万円以上の場合は必要　（金銭的保証：請負金額の１０％に相当する額）

９．最低制限価格 　あり

10．前払及び中間前払

　請負金額が３００万円以上の場合については、請負代金の４０％以内を支払う。

　中間前金払の要件を満たす場合には、請負代金の２０％以内を支払う。

　但し、１０万円未満は切り捨てる。

11．部分払
　請負金額が５００万円以上の場合にはする。

　（前払をした場合は１回、中間前金払をした場合には、部分払を２回したものとみなす。）

12．入札参加申込書

　　　の提出期限

　令和3年 7月 5日(月)　午後５時まで

　（総務部　企画政策課　財政係へ提出すること。）

13．参加資格要件

（１） 湯沢町建設工事入札参加資格審査規定に基づく入札等参加資格者登録名簿に登載されている者

（２）機械器具設置工事の許可を有し、この工事に対応する現場代理人を建設業法に従い施工現場に配置できる者

（３）平成23年4月1日以降に、元請として昇降機製作設置工事の受注実績がある者

（４）入札参加申込書の提出日から入札の日までの期間に、町及び県から指名停止措置を受けていない者

（５）「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に該当しない者

（６）以上の要件を全て満たす者。ただし、町長が特に不適当とした者は除く。

14．内訳書
　初回の入札時に入札書とともに入札金額に係る内訳書を提出すること。

　内訳書の無い入札は無効とします。

15．その他

・　入札契約に関する全ては、湯沢町財務規則、同建設工事請負基準約款及び町の指示による。

・　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額

に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税

業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載する

こと。

・入札参加申込書の提出時に、参加資格要件（３）に掲げる受注実績を証する契約書の写しを提出すること。

16．工事概要

昇降機設備更新

1.本体　1式

2.その他仕様　1式

3.乗り場　1式

4.かご　1式

5.付加機能　1式

6.改修工事　1式

7.乗場遮煙機能　1式


